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I は じめに

第 2次 大戦後,連 合国の統治下において,主 要な商工業会社のほとんどが

「制限会社」と指定された。「制限会社」は,過 去十年分,及 びその後も定期

的に総司令部(GHQ)経済科学局調査統計部への財務諸表の提出を要求され,ま

た各種申請書にも財務諸表の添付が必要とされた。しかし,当 時の日本の会計

報告書は,様 式も様々で,「過去において連合司令部に提出された報告書を見

るに,会 計処理法中,遺 憾な点が甚だ多い」というものであった。そこで,

GHQ調 査統計部の財務及びカルテル課長のウイリアム ・ヘッスラ
ーと,合 名

会社安田保全社の嘱託社員 村瀬玄に対して,関 係当局より財務諸表調整に関

する指示書の作成が委嘱された。それによって1947年(昭和22年)に公布された

のが,「工業会社及ビ商事会社ノ財務諸表作成工関スル指示書」(Ⅲ Instructions

for the preparation of inancial statements of manufacturing and trading

companies‖:以下では 「指示書」と略称する。)で あった。

その 「緒論」では,「指示書」について 「西洋諸国において
一般に認められ

ている会計慣習に従った工業会社及び商事会社の財務諸表作成に関する説明及

び指示」という記述が行われている。後に1949年(昭和24年),連合国最高司令

官の要請によるものとして,コ ロンビア大学教授 シヤウプ (Cari s.Shoup)

を団長とする,い わゆるシャウプ税制使節団による日本の税制に関する調査が

行われた。その調査によれば, 日本の企業会計は,戦 争による空白によって立

ち後れたとされ,次 のように記述されている。

「二部分は長期の戦争と, したがって外国の近年の進歩発展を継承できなかっ

樹
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た結果 として,会 計の基準は甚 しく退化 してしまった。」 (Shoup Misslon

1949,Vol.IV,D五 十頁)

シャウプ勧告書が指摘する 「退化」とは,会 計士監査制度を組み込んだアメ

リカ合衆国の市場指向型の財務公開制度という観点によるものであろう。した

がつて, 日本の会計基準が 「退化」 していたとは必ずしもいえない。批判の対

象となった 「日本型」会計制度は, 日本の状況を反映した 「日本型会計」制度

としての評価も可能である。しかも,そ の不合理性については 「指示書」に指

摘される以前に, 日本の専門家によって認識されていた。本稿では,「手旨示書」

に表された,当 時の日本型会計について,「純益」概念および 「未払込株金」

を中心に考察する。(引用文については,法 令の条文も含めて片仮名混じり文

は,平 仮名混じり文に,ま た表記も現代仮名遣いに直し,句 読点を追加してい

る。)

「純益」概念の相違

「指示書」によれば,欧 米における 「純益」(ⅢNet ProfitⅢ)という用語は,

「対外的支払義務」を控除した後に株主に帰属する純利益を指す。ここでいう

「対外的支払義務」とは,法 人税,法 定積立金,利 益を基準とする役員賞与を

指し,日 本では,法 定積立金,利 益を基準として支払う賞与金は利益処分の対

象と見なされ,損 益計算書上,費 用として計上されなかったし,現 在も費用計

上されていない。

法人税については,「指示書」では,F表 (利益処分案)の中に掲記されてい

る (本稿末尾 〈資料 3〉参照)。現在は,利 益処分案に法人税等の租税公課が

掲記されることはない。しかし,商 法では,計 算書類規則の規定によって損益

計算書上 「税引前利益」から当期の負担に属する法人税額,住 民税額等を控除

して 「当期利益」を記載することが要求されている (43条)。したがって,損

益計算書上,費 用として計上されないという点では今日も変わりない。

「指示書」では,差 し当たり 「純益」に関する英米と日本の概念の相違につ
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いて議論する必要はないとし, 日本の概念に立脚した財務諸表を採用している。

しかし,「純益」に関する日本の概念を採用すれば,英 米会計手続(Anglo―

American accounting practice)には通例見られない,利 益処分案を期末の財

務諸表中に加えねばならないとして,F表 (利益処分案)を要求している。した

がって,貸 借対照表(C表),損益計算書(D表),剰余金調整計算書(E表),現在

未処分利益処分案(F表 )の四つの財務諸表が,工 業及び商事会社の定期的財務

報告書の完全なる
一組をなすものとされた (本稿末尾 く資料 3〉参照)。なお,

A表 およびB表 は,貸 借対照表および損益計算書を集約した簡略表 (Condensed

summary forms)で ある。一般報告用としては不満足なものだが,連 合軍総

司令官の目的にとって十分な場合もあるとされ,要 求に応じてC表 およびD表

が提出できるよう会計記録を整備することが求められている (晴旨示書」緒論)。

「法定積立金」は,当 時の商法第288条の準備金をいい,次 のように規定さ

れていた。

「会社はその資本の4分 の 1に達する迄は,毎 決算期の利益の20分の 1以上

を準備金として積み立てることを要す。」

「毎決算期の利益の20分の 1以上」という規定のゆえに,実 際の積立額は株

主総会で決定されなければならない。したがつて,「法定積立金」については

上掲の規定により損益計算書上に費用として計上することができない。

一方,役 員賞与については,別 の理由により費用計上されてこなかった。す

なわち,わ が国で役員賞与金が,利 益処分の対象となっていることについては,

江戸期に始まる 「三ツ割法」に淵源を有し,出 精奨励金として利益からの分配

として扱われた経緯に出来するところが大きいという見解がある (武田1986,

161頁)。

上記の 「対外的支払義務」のうち法定積立金と役員賞与については,例 えば,

1934年(昭和 9年 )に公表された 「財務諸表準則」の雛形でも,損 益計算書上で

はなく 「純損益処分計算書」に掲記されている (本稿末尾 〈資料 1〉参照)。

純損益計算の区分に計上された 「当期利益金」は,こ こで 「前期繰越利益金」
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に合算され,こ れを 「積立金」,「株主配当金」,「役員賞与金」,「後期繰越利益

金」等に処分した結果が記載されている。

商工省臨時産業合理局財務管理委員会の当初の審議項目に 「純損益処分計算

書」が含まれているとはいえ,「標準損益計算書」(未定稿)で は言及されなかっ

た。「財務諸表準則」(確定稿)に おいて損益計算書に 「純損益処分計算区分」

が追加されたことについては,ア メリカの財務諸表との比較という理由があっ

たのではないだろうか。当時,既 にアメリカの財務諸表の影響が強かったこと

を伺わせるものとして,「標準貸借対照表」に対するアメリカ会計士協会lAIAl

モデルステートメントの影響が,黒 澤(1990)により指摘されている (黒澤1990,

207頁)。また,「財務諸表準則」に関する円卓討論で,ア メリカ連邦準備局

(FRB)の 「財務諸表作成の承認された方法」(H Approved Methods for the

Preparation of Balance Sheet Statements(1917)‖)への参照の発言が見られる

(日本会計研究会1940,106頁)。

皿 「未払込資本金」の借方計上の経緯一商工省 「財務諸表準則」一

「指示書」作成時における最大の問題点は,「未払込資本金」の貸借対照表

借方計上であった。「才旨示書」作成の当事者,村 瀬は当時の事情について後に

次のように述懐している。

「その指示書は三週間かかつてできたのであるが,そ のうちの一週間は 『未

払込資本金』を貸借対照表の借方資産の部に記載するか否かに関して筆者と

ヘッスラー氏との間の盛んな議論に費やされた。」(日本公認会計士協会1977,

219頁)

「指示書」は,「未払込資本金を貸借対照表の資産の側に示すことは日本の

久しい間の習慣であった。この習慣は良き会計実務には是認されるものではな

い。」としている。しかしこの問題は, 日本の会計基準の歴史においても重要

な意味を持ち,次 のような紆余曲折があった。1930年(昭和 5年)に 「財務諸表

準則」の公開草案として公表された 「標準貸借対照表」では 「未払込株金」を
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貸方に掲載 し,資 本金の控除項目として示した。株金分害J払込制が存在した当

時としては,斬 新な表示方法であり,商 工省財務管理委員会も,そ うした反発

を覚悟 して,当 該表示方法の理由を 「『未払込株金』を貸借対照表の借方に掲

載せざる理由」として公表した。

そこでは,会 社の 「未払込株金」は,将 来,株 主に払込を要求し得る会社の

権利であるため,貸 借対照表に表示すべきものではあるが,本 質に関しては他

の資産と同一視すべきでないとしている。したがつて,「未払込株金」を他の

資産種日と同列に借方に計上するのを避け,貸 方に資本金の内訳説明として未

払込の事実を付記する形式が採用される。この方式は,当 時の銀行法,保 険業

法等の附属雛形と相違し,多 数の会社の慣例とも異なるため,特 に重要なる理

由を略述するとして,以 下の4つが挙げられていた。

(1)株 式は本来,譲 渡される有通性があり, したがつて払込義務者に異動を

生じ,そ の確実性を確かめ難い点は他の債権と比べて大いに相果する。

(2)未 払込株金の徴収に当っては,こ れを回避しようとする株主が生じ,そ

の全部を完全に徴収することが極めて困難な事例が少なくない。ゆえに未

払込株金の全額を確実な担保力のある資産と認めるべきでない。

(3)他 の債権に回収不確実な懸念がある場合,益 金の
一部を以て填補に充当

することができる。しかし未払込株金は資本構成に関するものであるため

こうした取扱は不可能である。

(4)未 払込株金に確実な担保力がないという観念は商法中にも存在する。す

なわち,第 200条で社債発行の限度を払込済資本額とする規定である。

上記の理由のうち,(2)に関しては,当 時,次 のような事情があつた。すなわ

ち,事 業が順調な場合に増資するためには旧株の払込済みが条件となるので,

払込要求がなされる。しかし,普 通には払込みを徴収して高い配当金を払うよ

りも,低 利率の借入資本を利用した方が有利であった。それで,実 際の払込要

求は,事業が失敗し,他の資金調達の道が無いときに行われる場合が多かった

という (大田1968,9899頁)。
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「未払込株金」を貸方に掲載し,資 本金の控除項目として示すという 「標準

貸借対照表」の上記の方式について,保 険業者,銀 行団体のような金融機関は

大体反対であつた (大田1968,100頁)。

実務界からの反対意見の代表として,東 京手形交換所の意見を紹介しよう。

因みに,東 京手形交換所は1901年(明治33年)に東京銀行集会所から分離独立し,

当時,銀 行業発達のための諸協定事務や政府に対する建議を行っていて,後 の

銀行協会の前身となつた (全国銀行協会連合会 ・東京銀行協会編1979, 4頁)。

東京手形交換所は,下 記の理由により,未 払込株金を借方に計上し貸方資本金

の内書に,払 込済金額を記載させるべきだという見解を提示した (東京手形交

換所1931,86頁)。

(1)会 社の債権に属する未払込株金が資産より控除されること。

(2)株 主の払込義務を免除するといった思想をいだかしめる懸念があること。

(3)一 般慣行に反し,か つ銀行法等と異なること。

「財務諸表準則」(確定稿)で は,「未払込資本金」は,貸 借対照表借方に,

一応,締 め切り小計を出した後,掲 記されることになった。未定稿の表示法を

支持した学者からは,この変更について,例 えば以下のような痛烈な批判がな

されている。

「我が国に於ける簿記会計の先進諸学者を委員とする委員会が,た とえ未定

稿と冠せられてあつたにもせよ,一 旦公然発表せられた意見を,そ の後僅か

に三年数箇月を経たるに過ぎない今日突如として,改 変せられんとせられる

からには,委 員諸氏に於いて未定稿作成当時に全然気付かれなかった重大な

る一箇もしくは数箇の理由を発見せられたことであろう。併しそれが如何な

る重大理由であるかは,目 下の処不明である。」(増地1934, 2頁)

「未払込株金」の貸借対照表借方計上は,当 時, ドイツでも行われていた。

すなわち, ドイツ商法では未払込株金の貸借対照表借方計上が規定されていた。

但し,1931年の商法改正以前には規定が曖味だったため, ドイツの法律学者の
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見解は賛否両論に分かれていた (増地1934,2-3頁 )。その後の1931年の商法

改正によって,貸 借対照表の借方項目に未払込資本金が加えられたことにより

借方計上が明文化された (261条a)。しかし,未 払込株式に対して無記名式株

券の発行が許されておらず,取 引所に上場されることもなかったドイツと当時

の日本では事情が異なっていた。したがって, ドイツでの資産計上を以て, 日

本での資産計上を正当化することはできず,当 時も,資 産計上に反対する意見

も多かった。

「財務諸表準則」において 「未払込株金」の貸借対照表借方計上されること

になった経緯について,商 工省 「財務諸表準則」の作成等, 日本の会計実務の

近代化推進の当事者の 1人であった大田は次のように説明している。

「太田 … 未定稿では未払込の株金を資産からとってしまって資本から引い

てしまった。これは非常な反対がありまして,そ ういうことをしても

らったら困ると銀行から反対がありまして,担 保力が少なくなると銀

行から非常な反対があって,そ れじゃあたった今未払込株金と資産と

は違うという事を云い出した手前 『面子』がある。違うものなら,借

方を他の資産と分けて,そ うすると,貸 方も区別しなければ変なもの

になるという訳で,借 方の方で区別したから貸方の方で平均した訳で,

始めからそう考えた訳ではない。そういう内輪を申上げで御免して頂

きたい。…・

陶山 未 払込株金は資産じゃないという関係が影響して居るのですか。借

方へ入れるのであるが。

太田 ど うも区別しないで其の点に於いて此の雛形に特実性があるという

事にしておきましょうか。非常に問題でありますが,そ ういう経緯が

あるので。」

(日本会計研究会1940,91-92頁)。

上掲の発言に見られるように,当 時既に未払込株金の借方計上の不合理性は

専門家によって十分認識されていた。「担保力が少なくなる」という銀行側の
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反対理由も,見 かけ上の話であって,実 質的には貸借対照表の表示上の差異が

実際の担保力に影響する事はない。しかし,産 業合理化運動自体,過 剰設備に

よる不況からの脱出を目的とするものであり,当 時は深刻な不況下にあった。

デフレによりただでさえ毀損 した財務内容を,表 面上とはいえ更に 「悪化」さ

せる表示方法を採 りたくないという 「事情」の存在が推察される。つまり,日

本内部の 「事情」によって不合理が温存される事になったのである。

Ⅳ 陸 軍 「準則」及び企画院 「準則草案」における扱い

1940年(昭和15年)5月 には,「陸軍軍需品工場事業場財務諸表準則」(以下で

は陸軍 「準則」と略称する。)が示達された。陸軍 「準則」に準拠して作成さ

れる貸借対照表は,「軍需品工場事業場検査令」第五条により提出すべきもの

であった。したがって,当 時の商法第二十六条の規定によって決算に際して作

成される貸借対照表とは同一でなくともよいとされていた (第一章 貸 借対照

表準則,第 一節 総 説 一 )。そのこととも関連するが,当 準則による貸借対

照表は原則として三ヶ月毎に作成されるものであり (第一章 貸 借対照表準則,

第一節 総 説,二 ),そ の意味で,「中間貸借対照表明細表」ともいうべきもの

であった。

資本は,「資本金」,「積立金」,席 J益金」に区分される。そのうちの 「資本

金」については,払 込資本金を記載し,株 式資本金より未払込資本金を直接控

除する形式で表示するものと定められた (第一章 貸 借対照表準則,第 三節負

債及資本,第 二款 資 本 三 八)。この表示方式は,前 述のように商工省 「標

準貸借対照表」で採用され確定稿で除かれたものだが,こ れは,商 工省準則が

商法上の決算貸借対照表の様式を定めようとしたものであったのに対し,陸 軍

「準則」による貸借対照表は,商 法決算の貸借対照表とは同一でなくとも良い

とされたことに起因するものであろう。

上述のように,村 瀬は 「未払込株金」の貸借対照表借方計上について,ヘ ッ

スラーと対立したとあるが,「指示書」による財務諸表は総司令部提出用の,

商法決算とは無縁のものである。その点で,陸 軍 「準則」によるものと類似の
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性格のものであるため,「指示書」方式に反対する必然はなかったといえるか

もしれない。

1941年(昭和16年)には財務諸準則統一協議会によって 「製造工業貸借対照表

準則草案」,「製造工業財産目録準則草案」および 「製造工業損益計算書準則草

案」(以下では企画院 「準則草案」と略称する。)力ざ公表された。企画院 「準則

草案」は,「会計経理統制令」第36条にいう閣令として準備された。また,司

法省は,「商法中改正法律施行法」第49条において貸借対照表等の様式制定に

ついて,閣 令を以て定めるとしていた。しかし,な かなか成案を得られず,企

画院 「準則草案」に合流することになった。したがって,企 画院 「準則草案」

は,「会社経理統制令」第36条の閣令であると同時に,商 法上の決算書類の様

式制定という二重の役割が期待されていた。

「未払込資本金」については,「製造工業貸借対照表準則草案」では,「第四

章 資 本」で規定されている。しかし,貸 借対照表借方項目としては筆頭に挙

げられており,雛 形でもそうなっている(本稿末尾 〈資料 2〉参照)。これは,

上述のように,企 画院 「準則草案」が 「商法中改正法律施行法」第49条による

貸借対照表等の様式制定を担うため,商 法の規定との整合性を求められたこと

によると考えられる。

「指示書」においては,「公称資本金」から 「未払込株金」を控除して 「払

込済み資本金」を表示することが要求されており,「未払込資本金」の資産計

上を禁止して,商 工省 「標準貸借対照表」で要求された方式が求められるとい

う皮肉な結果となった。これについて,「指示書」は,そ の理由として次の2

点を挙げている (晴旨示書」詳細貸借対照表二関スル説明)。

(1)未 払込額はその払込徴収催告が行われるまでは徴収できないものである

こと。そして催告が行われるにしても,何 時それが行われるのか明らかで

ないこと。

(2)資 本は払込資本金と未処分利益とを加えたものであり,資 産に対する株

主の持分をあらわす。したがって,催 告済の未払込額を資産に計上するこ

とには若干の道理が認められるにしても,催 告未済の未払込額を資産計上
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する会計処理法は正当なものでないこと。

(1)に挙げられた理由は,前 掲の財務管理委員会による 「『未払込株金』を貸

借対照表の借方に掲載せざる理由」の(1)と(2)と同じく,徴 収の困難性の指摘で

ある。(2)については,財 務管理委員会の(3)と(4)の理由が 「債権」という法的観

点によるものに対して,「資本概念」という会計的観点からの理由付けという

点で異なるものの,最 初に挙げられた徴収困難という実際的観点に加えて,論

理的整合性の欠如に対する批判という点では共通しており,20年近く以前の,

日本の専門家による不合理性の指摘が再び繰り返される事になったといえよう。

V そ の他の批判点

「指示書」では,上 記の点以外にも日本型会計の問題点が指摘され,改 善が

求められている。そのうちの幾つかを以下で紹介しよう。

(a)減 価償却累計額

日本の会計実務に関する,「指示書」の批判に対して,大 田は,後 に次のよ

うに述べている。

「それ (日本の財務諸表一筆者注)カラト難されるのは,む しろその翻訳が悪

くて理解できなかったことと,減 価償却引当金や貸倒引当金が認められなかっ

たために,内 容的に不合理な点のあることを指したのではないかと思うので

ある。」(太田1968,212頁)

前者については,「指示書」は,「日本の会計習慣に依れば減耗及び減価償却

額を資産額より直接差引いて,別 に減耗,減 価償却に備えるために減耗減価引

当金勘定を設定しないのが普通のように承知している。」と述べている。しか

し,こ れは,1942年 「会社固定資産償却規則」によって直接法による減価償却

が強制されたことや,税 法においても直接法が要求されていたことなどによる。

前者については,「会社固定資産償却規則」に以下のような規定があった。

「前項の償却は償却すべき金額を固定資産の帳簿価額より直接控除して之を
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為すべ し。」 (第2条 第 2項 )

また,後 者については,昭 和22年8月22日付の法人税法施行細則で,償 却額

の損金算入について次のように規定していた。

「法人が償却すべき金額を固定資産の帳簿価額から直接控除しなかった場合

に於いてはこの限りではない。」(第2条)

(b)流 動性配列法

資産と負債の配列については,「標準貸借対照表」(未定稿)では,丙 表及び

丁表 (商業)に おいて流動性配列法による雛型が示されていた。しかし,「財

務諸表準則」(確定稿)の第 2号 表 (商業)で は,固 定性配列法が採用され,

「貸借対照表 第 二 形 式」において 「営業の種類に依りては,資 産及び負債

を流動的のものより順次固定的のものに及ぶ流動性配列法に依るもまた可なり。」

と言及するにとどまった。大田は,原 則として固定性配列法の採用の理由とし

て,実 際家 (三井三菱)の 強硬なる意見によるものと述べている (日本会計研

究会1940,90頁)。

(C)「 長期負債」と 「短期負債」の区分

「指示書」では,長 期債務に対する賦払返済金を来るべき1カ年以内に支払

を要する場合は,そ の賦払金を短期負債中に繰入れ記帳すべきであるとしてい

る。商工省 「財務諸表準則」,企 画院 「準則草案」とも 「長期負債」と 「短期

負債」については,区 分の基準が明示されていなかった。当時は,資 産 ・負債

の分類基準として,契 約基準によるべきか,決 算日基準によるべきかが明確に

なっていなかったのである。しかし商工省 「財務諸表準則」はともかく,企 画

院 「準則草案」については,そ の制定について尊重したという 「陸軍軍需品工

場事業場財務諸表準則」や 「海軍軍需品工場事業場財務諸表作成要領」では,

区分の基準が明示されていただけに,奇 妙な印象を受ける。例えば,陸 軍 「準

則」では 「長期負債」と 「短期負債」の区分の基準が以下のように明示されて
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いた。

「長期負債とは支払期限一年以上の負債を謂い…」(第一章 貸 借対照表準

則,第 三節 負 債及資本,第 一款 負 債,三 四)

「短期負債とは支払期日到来の予測し得ざる負債又は支払期限一年以内の負

債を謂い…」(同上 三 五)

(d)「仮払金」の廃止

「指示書」は,「仮払金」という曖味な勘定の廃止を求めている。商工省

「財務諸表準則」に関する円卓討論では,仮払金について次のような発言が見

られる。

「太田 … 仮払金の結果は,現 金になるか作業及び販売資産になるか,場 合

によっては固定資産になるかも知れぬ。…

陶山 意 味も非常に不明確なものがそれらの中に入って居るのですからそ

ういう標準で御解釈を。」(日本会計研究会1940,107-108頁)

上掲の発言にあるように,「仮払金」力S曖味なものであることは,既 に日本

の専門家にも以前から認識されていたことが分かる。しかしながら,「仮払金」 .

は,企 画院 「準則草案」においても生き続けることになる。その 「第二章 資

産」には以下の規定があった。

「仮払金の科目には,帰 属すべき科目の未定なる支払金又は金額の未定な

る支払に対する払出金を記載す。仮払金は,帰属すべき科目又は金額確定し

たるときは,直 に之を該当科目に振替え記載す。」(第34)

WI 結びに代えて

未払込株金の貸借対照表借方計上問題は,「指示書」作成時に最大の問題点

とされたが,そ の問題性はずっと以前から日本の専門家によって認識されてい

た。にもかかわらず, 日本内部の 「事情」によって放置されていたのである。
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その後,1948年 (昭和23年)に 行われた商法の
一部改正では,未 払込株金の表

示問題のそもそもの原因というべき,株 金分割払込制が廃止され,金 額払込制

度が採用された。その結果,「未払込株金」という項目自体が消滅した。当改

正に関与した鈴木竹雄の対談によれば,当 商法改正は 「いうことをきかざるを

得ないGHQの 至上命令」であったという (鈴木 ・竹内1977,136頁)。当対談

では,株 金分割払込制と財閥支配の関係などが廃止命令の理由として挙げられ

ているが,未 払込株金の表示問題が当命令の原因と考えられるのではないだろ

うか。未払込株金の表示問題も,結 局,GHQに よる命令という文字通 りの

「外圧」によって解消したことになる。国内の 「事情」により,不 合理と意識

されつつも問題が温存され,「外圧」によって初めてその問題が解消されてい

くという,消極的意味での典型的 「日本型」力ざここにも見られるのは残念であ

る。

村瀬の上掲の証言にあったように,「指示書」は,ヘ ッスラーとの共同作業

でわずか三週間で作成された,間 に合わせ的なものであった。その後,1947年

11月に,ヘ ッスラーは 「指示書」の修正を日本の会計専門家に委嘱した。すな

わち,大 田哲三 (東京商科大学教授)を 中心として産業経理協会のなかに,今

井忍 (産業経理協会常務理事),鍋 島達 (産業経理協会常務理事),岩 田巌 (東

京商科大学助教授)お よび黒澤清 (横浜経済専門学校教授)等 から成る私設委

員会である 「財務表標準化委員会」が設立され,そ の審議にとりかかった (黒

沢1979,98頁)。

「財務表標準化委員会」は,結 果として,1948年 (昭和23年)に 設立された

「企業会計制度対策調査会」の活動に合流することになる。そして,1949年

(昭和24年),同 調査会によって 「企業会計原貝J」及び 「財務諸表準則」力ざ中

間報告として公表される。両者は翌年,証 券取引委員会規則第18号による財務

諸表の様式統一の基礎となった。1930年の 「標準貸借対照表」に始まる財務諸

表の様式統一の試みは,こ れによって初めて実現することになる。

「指示書」自体は総司令部の占領政策の一環として,「制限会社」のみに適

用された特殊な会計基準であった。しかし,「指示書」が従来の非アメリカ型
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の日本の財務諸表様式をアメリカ型の財務諸表に変換する経験を
一
部の会社に

もたらし,証 券取引委員会規則第18号による財務諸表の様式統
一が,ア メリカ

の制度をモデルとして成立 したことを勘案するならば,「指示書」は,少 なく

ともその地盤作 りに貢献 したという点で,日 本の財務諸表様式統
一のプロセス

の一端に位置づけることができよう。

(未払込株金の問題に関しては,以 前の稿 (『彦根論叢』第330号)で も言及し

ているが,本稿では,「f旨示書」との関連で整理 ・拡充して,再度取り上げた。)
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く資料 1〉 商工省財務諸表準則 「第 4号 表」 (1934年)

第○○期
 塁 裾景18密 8月 8: 損

益計算警

○ ○ 工 業株 式 会社

製 造 原 価 計 算

仕 掛 品 繰 越 高
原 料 消 費 高
工        賃
特   別    費
割    掛    費
(内減価償却 314,000.00)

売 上 損 益 計 算

4 1 5 , 0 0 0 1 0 0
3 , 6 2 1 , 0 0 0 1 0 0

製品及副製品繰越高
製 品及副 製 品原価
販   売   費

小   計
〔売上利益〕

製品及副製品売上高
製品及副製品現在高

営 業 損 益 計 算

3,231,000
5,942,000

9,130,000
1,661,400

10,791.40010,791.4

費
損
損
料
却
却
計

業中囀帥卵償小

営的伸如晦卜　帥
純 損 益 計 算

1,362,400
23,600
31,000
3,000

損
損
損
損
計

価
す
輸
嗣

ヽ

評
券
産
産
ガ

料
隅
隷
譲

原
有
回
団

〔当期純利益〕

164,800
15,000
32,500

益
益

利
売券

業
証価

営
有

純 損 益 処 分 計 算

31,500
240,000
300,000

金
金

益
略

利
越期鞭

当
前

串串時印寺中晦

定途主　員　卿

法
別
株
　
役
　
後
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く資料2〉企画院財務詰表準草案 「貸借対照表雛型」(1942年)

貸 借対 照表

○ ○ 工 業 株 式 会 社

昭和○○年○月○日現在

失損 益

地
物
物
置
舶
具
品
定

装
　
搬

・備
勘

未

固

権
権
権
権
費
費
　
加
資

究
　
資
参
投
　
産

計

上
業
立
研
発
　
　
　
産

験
　
出
本
期
資
資

期
　
　
　
卸

特
地
営

設
試
開
　
資
長
動

長
　
　
　
棚
流

券
権
権
益
用
金

金
息

当
　
　
　
　
　
　
仮
　
社
建

経

料
品
品
品
品
屑

材
　
　
　
　
　
・

・
耗
製
　
掛
物

料
　
　
　
　
産

原
消
半

製
仕
副

金
務
金
金
金
益
金

入
債
　
　
　
収

借
　
受
り
払
　
受

期
入
　
　
　
受

短
買
前

預
未
前
仮

本

金資

株
株
　
　
金
金
金

金
金
立
髄蔵

車中帥義呻却印債

法

任

負

金

金

金

金

当
当
弛
階

金
　
　
当

亨

引
引
手
与

当
税
繕
鋤
鵬

納
修
法

退

長 期 負 債
社      債
(内担保附………)

長 期  借  入  金

短 期 負 債

金
金

益
益

金
利
利

益
越
期

繰
当

計

偶 発 債 務・・・・・…・・・・…・・・・・… ・・・・・・…
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く資料3〉「工業会社及ビ商事会社ノ財務諸表作成二関スル指示警」
C表～F表 (1947年)

C表              16.流 動資産合計 (Iの諸項目合計)

会社名 (ローマ字)

会社名 (英  文 )

Ⅱ。国内投資 :

1 . 国 債

貸 借 対 照 表

2 . 地方 債

3.株 式 (内国会社の)

現在     (a)持 株が株式総数の10%を超えるも

の

19_____年

資  産             (b)持 株が株式総数の10%を超えない

I。国内流動資産 :                 も の

1.現 金及自由預金              (C)(内 国会社の)株 式合計 ((a)及(b)

2.第 一封鎖預金                の 合計)

3.第 二封鎖預金              4.同 業組合及協同組合への出資金

4.得 意先受取手形              5。 売 掛  金

5 。売 掛 金       1     6 . 金 銭 信 託

6.役 員及従業員手形貸付金其他短期債     7.担 保付及無担保社債

権                     8.長 期貸付金 :

7.仕 入先及同系会社前払金其他短期債     (a)得 意先 (同系会社以外の)に 対す

権                    る もの

8.受 託販売立替金              (b)同 系会社に対するもの

9.受 託買付立替金              9.其 他国内投資 (明細):

1 0 . 代理 店 貸            ( a ) . … ・・・・… ・・・・… ・・・・・・・・・・・…・・・・・・Ⅲ…

11.雑  債  権                 (b)・ ………………………………………

12.工 業棚卸資産               (C)・ ………………………………………

(a)製    品               10。 国内投資合計 (Iの諸項目合計)

(b)半  製  品

(C)原 材料及消耗品           田 .国 内固定資産 :

(d)仕  掛  品                1.土 地 (取得原価)

(e)副 産物及屑               2.差 引,減 価償却引当金 (消耗性の上

13.商 業棚卸資産               地 の)

(a)手 許 商 品              3.土 地 (純帳簿価額)(項 目 1マ イナ

(b)未 着 商 品               ス 項目2)

(C)積  送  品                4.建 物 (取得原価)

14.棚 卸資産合計               5.其 他構築物 (取得原価)

15.其 他流動資産 (明細):          6.機 械装置,工 具及器具備品 (取得原

(a)… ……………………………………     価 )

(b)… ……………………………………     7.事 務用器具備品 (取得原価)

(C)… ……………………………………     8.車 輌運搬具 (取得原価)
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9.…………………………………………・

10.…………………………………………・

11.被償却資産合計 (取得原価)項 目4

より10までの合計)

12.差 引,減 価償却引当金

13.被 償却資産 (純帳簿価額)(項 目11

マイナス項目12)

14.建 設仮勘定 (取得原価)

15,国 内固定資産合計 (償却差引)(項

目3,13及 14の合計)

Ⅳ.繰 延費用及前払費用 :

1.社 債発行割引金未償却高

2,建 設利フ自、未償却高

3.設 立費未償却高

4.試 験研究費未償却高

5.開 発費未償却高

6.前 払賃借料

7.前 払保険料

8 . 前払 利 息

9.…………………………………………・

10.…………………………………………・

11.繰 延費用及前払費用合計 (Ⅳの諸項

目合計)

V.無 形固定資産 :

1.特 許権及商標権

2 . 地上 権

3 . 借地 権

4 . 営業 権

6.其 他資産合計 (Ⅵの諸項目合計)

Ⅶ.在 外資産 :

1 . 外国 国 債

2.外 国会社株式及社債

3.固 定資産 (取得原価差引償却額)

4 . 現金 預 金

5 . 棚卸 資 産

6.売 掛金,受 取手形其他債権

7.其 他経営資産

8.其 他在外資産 (明細):

( a ) …
… … … … … … … … … … … … … … ・

( b ) …
… … … … … … … … … … … … … … ・

( C ) …
… … … … … … … … … … … … … … ・

9.在 タト資産合計 (IIlの諸項目合計)

資産合計 (Iよ りⅦまでの合計)

負債及資本

WIll。国内短期負債 :

1.短 期借入金

2.銀 行当座借越

3.支 払手形

(a)手 形借入金

( b ) 仕入 関 係

(C)其他営業関係

4 . 買掛 金

5.受 託販売未払金

6.積 送品前受金

7.受 託買付前受金

8.得 意先前受金

9.従 業員預り金

10。未払配当金

11.役 員及従業員未払金

12.未払戦時補償特別税

13.其他未払税金

14.未 払給料賃金

15.未払賃借料

1 6 . 未払 利 息

17.其他未払費用

18.…………………………………………・

7.無 形固定資産合計 (Vの諸項目合計)

Ⅵ.其 他国内資産 :

5.

6.

1 .

2.

3,

4.

5.

役員及従業員への長期貸付金

戦時補償請求権に基く債権残高

差入保証金



国内短期負債合計 (Ⅷの諸項目合計)

区.国 内長期負債 :

1.銀 行長期借入金

2.仕 入先 (同系会社以外の)長 期借入

金

3.同 系会社長期借入金

4.担 保附及無担保社債現在高

5.役 員及従業員長期借入金

6.其 他国内長期負債 (明細):

( a ) ・
・… … … … … … … … … … … … … … ・

( b ) …
… … … … … … … … … … … … … … ・

7.国 内長期負債合計 (区の諸項目合計)

X.前 受収益 :

1.前 受賃貸料

2 . 前受 利 息

3.前 受用役収入

4.其 他前受収益 (明細):

( a ) …
… … … … … … … … … … … … … … ・

(b)………………………………………・

5。前受収益合計 (Xの 諸項目合計)

Xl.負債性引当金 :

1.納 税引当金

2.従 業員退職給与引当金

3.役 員退職給与引当金

4,其 他負債性引当金 (明細):

( a ) …
… … … … … … … … … … … … … … ・

( b ) …
… … … … … … … … … … … … … … ・

5.負 債性引当金合計 (Xlの諸項目合計)

Xll.其他国内負債 :

1.預 り保証金

2.…………………………………………・

3.…………………………………………・

4.其 他国内負債合計 (畑の諸項目合計)
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Xlll。国外負債 :

1.外 国社債権者所有の担保附及無担保

社債

2.外 国債権者に対する其他負債 (明細

を記載すること一必要あれば明細書を

添付すること)

( a ) …
… … … … … … … … … … … … … … Ⅲ

( b ) ・
… … … … … … … … … … … … … … …

( C ) …
… … … … … … … … ・: ・… … … … … …

3.外 国債権者に対する負債合計 (Xlll

の諸項目合計)

負債合計 (Ⅷより畑 までの合計)

皿 .資 本 :

1.払 込資本金 :

(a)公 称資本金 :

株式種別  株  数   額  面

旧   株 __円

第 一 新 株

第 二 新 株

公称資本金合計

(b)差 引,未 払込資本金 :

株式種別  株  数  一株当り未払込額

旧   株 _____円

第 一 新 株 _ _ _ _ _ ― 円

第 二 新 株 _ _ _ _ _ ― 円

未払込資本金合計

(C)払 込資本金 (項目(a)マイナス項目

( b ) )

2.積 立金

(a)事 業拡張積立金

(b)配 当平均積立金

(C)法 定積立金

(d)其 他積立金 (明細):

(d-1)… ………………………………・

(e)積 立金合計 (項目(a)ょり(d)までの

合計)

3.現 在未処分利益

資本合計 (1(C)+2(e)+3)

負債及資本合計 (Ⅷより皿 までの合計)

円

円
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D表

会社名 (ローマ字)…………………………・

会社名 (英  文 )…………………………・

損益計算書

19_年 _____― より19_年 _____― まで

I.営 業収益 :

1.製 品売上高 (又は用役収入)

2.副 産物売上高

3。売上高合計 (1プ ラス2)

4.差 引,売 上返品,値 引及割引

5.営 業収益合計 (3マ イナス4)

Ⅱ。売上製品原価 (又は用役原価):

1.原 材料費 :

(a)期 首原材料繰越高

(b)原 材料仕入高

(C)合 計 (aプ ラスb)

(d)差 引,期 末原材料現在高

(e)原 材料費 (cマ イナスd)

2.直 接労務費 :

(a)工 場従業員基本給

(b)工 場従業員加給金又は賞与金

(C)工 場従業員への手当又は現物給与

(d)其 他直接労務費 (例えば法定福利費の如し)

(e)直 接労務費合計(aプ ラスbプ ラス cプ ラスd)

3.製 造経費 (製造間接費)i

(a)間 接賃金給料手当

(b)間 接従業員福利費

(C)工 場一般管理幹部給料

(d)工 場消耗品費

(e)動 力,光 熱及用水費

(f)建 物及諸設備修繕費

(g)包 装費

(h)試 験研究費

(1)旅 費

(j)工 場設備賃借料

(k)工 場資産に対する租税

(1)工 場資産に対する保険料

(ml 工場建設及機械装置其他の減価償却費

(n)其 他製造経費

内訳    内 訳    合 計

190,000円

12,000

202,000円

11,000

191,000円

8,000円

20,000

28,000円

6,000

22,000円

18,000円

2,000

3,000

1,000

24,000円

2,000円

3,000

4,000

2,800

2,500

3,200

3,400

800

1,400

2,600

1,500

1,800

1,700

500
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(0)製 造経費合計 (項目(a)ょり(n)までの合計)

4,総 製造費用 (1(e)プラス2(e)プラス3(0))

5。加算,期 首仕掛品繰越高

6.合 計 (4プ ラス5)

7.差 引,期 末仕掛品現在高

8.製 品製造原価 (6マ イナス 7)

9.加 算夕期首製品 (副産物を含む)繰 越高

10.合 計 (8プ ラス9)

11.差 引,期 末製品 (副産物を含む)現 在高

12.売 上製品原価 (又は用役原価)(10マ イナス11)

13.売 上総益 (I-5マ イナス正-12)

配.営 業費 :

1.販 売及発送費 :

(a)販 売員給料,賞 与金及手当

(b)販 売員旅費

(C)広 告費

(d)市 場開発費

(e)発 送自動車費

(f)発 送運賃

(g)販 売雑費

(h)販 売及発送費合計 (aよ りgま での合計)

2.一 般管理費 :

(a)役 員給料,賞 与金及手当

(b)事 務員給料,賞 与金及手当

(C)事 務所賃借料

(d)事 務用消耗品費

(e)通 信費 (電信電話料)

(f)旅 費 (販売及管理関係)

(g)其 他一般管理費

(h)一 般会計費合計 (aよ りgま での合計)

3。一般管理及販売費合計 (1(h)プラス2(h))

4.営 業純益 (正-13マ イナス回-3)

Ⅳ.営 業外利益 :

1.受 取利益

2.受 入配当金

3.有 価証券売却益

4.固 定資産売却益

5,雑 益
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31,000

77,000円

3,400

80,400円

4,200

76,200円

6.800

83,000円

5,000

78,000

113,000円

12,000

6,000

8,000

4,000

4,000

8,000

1,000

8,000

10,000

3,000

4,300

2,200

3,000

1,500

43,000円

32,000

75,000

38,000円

400円

600

300

200

100
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6.営 業外利益合計 (1よ り5ま での合計)

7.総 益 (田-4マ イナスⅣ-6)

V.営 業外損費 :

1.支 払利息

2.社 債発行割引金償却

3.設 立費償却

4.有 価証券売却損

5,固 定資産売却損

6.営 業外雑費

7.営 業外損費合計 (1よ り6ま での合計)

8.純 益 (Ⅳ-7マ イナスV-7)

Ⅱ.売 上品原価又は用役原価 :

1.期 首商品繰越高

2.商 品仕入高

3.合 計 (1プ ラス2)

4.差 引,期 末商品現在高

5,売 上品原価 (3マ イナス4)

1,600

39,600円

500

300

400

1,000

2,000

800

5,000

34,600円

損益計算書の工の部,即 ち売上製品原価 (又は用役原価)の 部を除けば,前 掲の表は商事会

社の損益計算書作成の手引としても役立つものである。商事会社の場合にはⅡの売上品原価

又は用役原価の部は極めて簡単なものとなり,大 体次の如くになる。

内訳 内訳

20,000円

80,000

100,000円

22.000

合計

78,000円
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E表

会社名 (ローマ字)…………………・

会社名 (英  文 )…………………・

剰余金調整計算表

19__年 _よ り19__年 _ま で     19__

I。当期首現在未処分利益残高 :

(前期末貸借対照表の項目皿 -3)

円

にみる戦前の日本型会計

F 表

会社名 (ローマ字)…………………・

会社名 (英  文 )…………………・

現在未処分利益処分案

年_     (期 末現在日)

案

当期法定積立金繰入額     ___円

当期所得税 (法人税)充 当額 … ……

利益 よ り支払 う賞与充当額 ・………

配当金与定額

次期繰越未処分剰余金与定残高

合計 (前掲剰余金調整計算書の

項目Ⅳに同じ)

回.現 在未処分利益に対する当期貸方記入

額 :

1.当 期 純 益 (損益計算書

の項目V-8)

2.… …………・

3.… …………・

4.貸 方記入額合計

の合計)

5.合 計 (Iの 部とⅡの部の合計)

円

回。現在未処分利益に対する当期借方記入

額 :

1.前 期分法定

積立金繰入額 … ……… 円

2.前 期分所得税

(法人税)  … ………

3.前 期分利益より

支払う賞与金 … ………

4.当 期中支払

配当金    … ………

5。………………・  … ………・

6.………………・  … ………・

7.借 方記入額合計 (項目1よ り6ま で

の合計)       … ………

Ⅳ.当 期未現在未処分利益残高 (項目Ⅱ一

5マ イナス項目回-7,当 期末貸借対

照表の項目XIV-3に
一致す)

円

(項目1よ り3ま で
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